
メディカルサポート部

令和８年度診療報酬改定の概要
精神医療

本資料は、令和8年3月5日付告示の内容に基づき作成したものです。
今後、疑義解釈通知等により内容が改訂される可能性がございます。
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精神病床における多職種協働の推進 
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1. 精神医療

多職種の配置による質の高い精神医療の提供を推進する観点から、急性期等の入院料における精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の病
棟配置について新たな評価を行う。 

１３対１、15対１、精神科急性期２

10対１、13対１
多職種（看護＋OT、PSW、公認心理士等）の配置

1. 入院料のイメージ

項目名
多職種
１０対１

多職種
１３対１

精神病棟入基
（急性期病院含む）

１３対１ ３５７点 ー

１５対１ ― １９６点

特定機能病院Ａ
精神病棟入基

１３対１ ３５６点 ー

１５対１ ― ９１点

特定機能病院Ｂ
精神病棟入基

１３対１ ３５７点 ー

１５対１ ― ９２点

特定機能病院Ｃ
精神病棟入基

１３対１ ３５５点 ー

１５対１ ― ９０点

3. 点数の構成

2. 主な施設基準

項目 13対１
15対１

精神科急性期２

多職種配置 １０対１ １３対１

OT、PSW, 公認心理士
の配置数

１名以上

平均在院日数 60日以内
100日以内

※15対１の場合

項目名 ３０日以内 ３１～６０日 ６１～90日

精神科急性期２ １２３点 １０７点 ５８点



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に貢献する 小規模多機能病院に係る評価の新設 
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1. 精神医療

精神病床に入院する患者数が減少する中で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に貢献する医療機関を将来にわたって確保する必
要があること等を踏まえ、小規模医療機関又は病床数を削減する取組を行っている医療機関が、多職種の配置等による質の高い入院医療、地域定
着に係る外来医療や障害福祉サービス等の提供等を一体的に行うことについて、新たな評価を行う。  

2. 主な施設基準
項目 加算１ 加算２ 加算３

精神科地域包括システム 十分な体制整備

許可病床数 ３５０床以下

精神病床数割合 ６５％以上

常勤精神保健指定医 ２名以上配置

精神科救急医療体制 必要な体制整備および実績あり

退院支援部門 退院支援部門の設置あり

許可病床数 １００床以下

➀１０１～１５０床
➁１５１～２５０床
（➁：届出時病床数が
直近３年入院患者数よ
り▲５％毎年▲５％）

２５０床以下
（届出時病床数が
直近３年入院患者
数より▲３％毎年

▲５％）

平均在院日数 １５０日以内 ２５０日以内

精神療養・認知症病床 ３０％以下

地域生活への重点支援
精神科訪問看護件数（３月）≧６０ 等

※他の条件もあり
加算１，２条件
のいずれか

常勤PSW（院内配置） ２名以上

合計２名以上常勤OT（院内配置） １名以上

常勤公認心理士（院内配置） １名以上

退院実績
新規入院６０％以上が

６月以内に自宅等へ他院
―

⚫ 精神科地域密着多機能体制加算の新設

新設 精神科地域密着多機能体制加算

精神科地域密着多機能体制加算１ ８００点

精神科地域密着多機能体制加算２ ２５０点

精神科地域密着多機能体制加算３ ５０点

算定対象
病 棟

⚫ 精神病棟入院基本料

（１０対１、１３対１、１５対１）

⚫ 精神科急性期治療病棟入院料

精神科地域包括ケア病棟入院料は廃止
【経過措置：算定要件】令和8年6月1日までに精神科急性期２の届出

⇒精神科地ケアと通算180日で精神科急性期２のハ算定可
【経過措置：施設基準】令和8年3月31日までに精神科地ケアの届出
⇒精神科急性期２の施設基準を「看護配置以外」は満たす



精神科リエゾンチーム加算の見直し 
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1. 精神医療

様々な精神疾患に対応できる精神科リエゾンチームの専門性を評価する観点から、精神科リエゾンチーム加算の要件及び評価を見直す。

1. 点数の変更（新設）

精神科慢性身体合併症管理加算の新設 1. 精神医療

精神病床に入院する患者の高齢化が進む中で、慢性的に身体合併症への対応を要する患者への精神科以外の医師による診療の体制を確保し、適
切な対応を推進する観点から、継続的な管理が必要な身体合併症に対応した場合について、新たな評価を行う。  

対象患者
⚫ 糖尿病の患者 
⚫ 特定疾患療養管理料の対象疾患（胃炎及び十二指腸炎を除く。）の患者

＜悪性新生物、甲状腺障害、心不全、脳血管疾患、喘息など＞  

算定要件
⚫ 精神病床に入院する対象患者にて、内科担当の医師が診察時に算定
⚫ 同日の精神科身体合併症管理加算との併算定は不可
⚫ 精神療法（入院・外来）を行った医師の診察時には算定不可 

精神科リエゾンチーム加算 改定前 改定後 備考

イ 認知症又はせん妄の場合 

３００点

３００点 従来どおり（週１回算定）

ロ それ以外 ７００点

新設
※週２回以上チーム診察時には
「複数回診療加算（３００点）」を

週１回算定可

⚫ 精神科慢性身体合併症管理加算の新設

新設 精神科慢性身体合併症管理加算 ７００点（月１回）

施
設

基
準

⚫ 精神科の標榜

⚫ 病棟に内科医を配置

⚫ 身体合併症治療の十分な体制



精神科救急医療体制加算の見直し 

7

1. 精神医療

精神科救急医療体制加算について、充実した精神科救急医療体制の構築を更に推進する観点から、要件及び評価を見直す。  

1. 点数の見直し（加算２▲90点、加算３削除）

2. 加算区分の施設基準を「施設類型」⇒「実績基準」に変更

項目 加算１ 加算２ 加算３

精神科救急医療体制加算 ６００点 ５９０点 ５００点

※ 算定対象病床は120床以下に限定
（120床超の特例は削除）

項目 加算１ 加算２

精神科救急医療体制加算 ６００点 ５００点

項目 加算１ 加算２ 加算３

精神科救
急

身体合併
症対応

常時対
応型

病院群
輪番型

時間外等
の入院実
績

➀ 年間４０件以上
➁ 人口１万人あたり０．５件以上
（内、８件以上or２割以上は

精神救急情報Cの依頼）

項目 加算１ 加算２

精神科救急 精神科救急施設（身体合併対応～病院群輪番制）

時間外等の
入院実績

➀ 年間６５件以上
➁ 人口１万人あたり

０．８５件以上

（内、 １３件以上or ２割以上
は精神救急情報Cの依頼）

➀ 年間４０件以上
➁ 人口１万人あたり

０．５件以上

（内、 ８件以上or ２割以上
は精神救急情報Cの依頼）

２４時間対応 24時間365日入院対応が可能



精神科救急急性期医療入院料等の見直し 
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1. 精神医療

精神疾患と身体疾患を併せ持つ患者の医療提供体制の普及を更に推進する観点から、精神科救急急性期医療入院料等の要件を見直す。

非自発的入院を促進しないよう配慮を行う観点から、精神科救急急性期医療入院料等について、医療保護入院等の割合に係る要件を、緊急的な入

院医療の必要性等に関する指標に見直す。

1. 精神科救急急性期、精神科救急・合併症の対象患者追加 ※ 精神科急性期は本件の取り扱いは対象外

算定可に
変更のパターン

他院の精神病床

精神病床からの転院

ICU有の
医療機関

精神科救急病棟
精神科救急・合併症病棟

2. 精神科救急急性期、精神科救急・合併症における実績割合要件の変更

改定前

病棟の年間新規患者のうち６割以上が

措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、

応急入院、鑑定入院及び医療観察法入院

のいずれかである

改定前

病棟の年間新規患者のうち６割以上が

「精神科救急等病棟必要性チェックリスト」

において、３点以上のものであること

経過措置：令和８年５月３１日までの新規入院の医療保護入院等の患者は３点以上該当とみなす



精神科急性期医師配置加算の見直し 

9

1. 精神医療

精神疾患と身体疾患を併せ持つ患者、急性期の精神疾患患者及び治療抵抗性統合失調症患者の医療提供体制の普及を更に推進する観点から、精
神科急性期医師配置の要件を見直す。 

1. 精神科急性期医師配置加算１・３：クロザピン新規導入における実合要件の変更

改定前：当該 病棟 患者の実績

加算１ 加算３

新規導入 ６件 ３件

2. 精神科急性期医師配置加算２のイ における算定対象病棟の追加

従来対象病棟
⚫ 精神病棟入院基本料１０対１、１３対１

⚫ 特定機能病院入院基本料（精神病棟７対１，１０対１、１３対１）

追加対象病棟
⚫ 精神病棟入院基本料１５対１

⚫ 特定機能病院入院基本料（精神病棟１５対１）

改定前：当該 病院 患者の実績

加算１ 加算３

新規導入
過去５年１５件 以上

or 過去１年に３件 以上

過去５年１０件 以上

or 過去１年に２件 以上

使用実績
入院 or 外来にて

年間６件以上（実患者数）

入院 or 外来にて

年間４件以上（実患者数）



精神疾患の特定入院料における包括範囲の見直し 
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1. 精神医療

維持透析を必要としながら精神病床へ入院する必要のある患者への対応を推進する観点から、精神病床において算定可能な入院料における包括範
囲を見直す。 

1. 精神疾患の特定入院料にて「透析」の出来高算定可

出来高算定可の診療行為追加項目 変更対象の特定入院料

⚫ J038_人工腎臓

⚫ J042_腹膜灌流 ※当該処置に伴う材料も可

精神科救急、精神科急性期、児童・思春期、精神療

養、認知症、地域移行の特定入医療病棟

精神病棟入院基本料の見直し 1. 精神医療

長期入院患者に対する地域移行に係る取組を更に推進する必要があること等を踏まえ、人員配置基準の低い精神病棟入院基本料について、長期入
院患者に対する評価を見直す。 

1. 18対１、20対１にて「1年未満」「1年以上」で点数区分の新設（１年未満：＋約６０点、１年以上：▲約５０点）

項目 改定前

18対１入院基本料 ７５３点

２０対１入院基本料 ６９７点

項目
改定前

１年未満 1年以上

18対１入院基本料 ８１６点 ７０３点

２０対１入院基本料 ７５４点 ６４９点



精神保健福祉士の病棟の専従要件の見直し 
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1. 精神医療

同一の精神保健福祉士による継続的な伴走支援を推進する観点から、病棟に専従配置されている精神保健福祉士に係る要件を見直す。 

1. 病棟配置の専従精神保健福祉士の業務範囲緩和

臨床心理技術者に係る経過措置の見直し 1. 精神医療

公認心理師の養成状況を踏まえ、臨床心理技術者に係る経過措置を見直す。 

1. 臨床心理技術者の経過措置を終了

緩和内容
⚫ 当該病棟の患者の支援を目的の場合、付き添い等の院外業務実施は可

⚫ 当該病棟に入棟予定・退棟・退院した患者の支援について、院外業務実施も可

対象病棟 ⚫ 精神病棟入基、精神療養、児童・思春期、認知症、地域移行の病棟

「臨床心理技術者（H30年度末までに医療機関勤務あり、公認心理士の受験資格あり）」を公認心理士とみなす

の経過措置 ⇒ 令和10年5月31日で終了



通院・在宅精神療法の見直し 
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1. 精神医療

質の高い精神医療の提供を推進する観点から、通院・在宅精神療法について要件及び評価を見直す。 

1. 初診・精神保健指定医における診察の点数見直し（６０分以上精神保健指定医：＋５０点）、オンライン診療点数設定

2. 非精神保健指定医における診察の点数見直し

初診の日 改定前 改定後 備考

６０分以上 精神保健指定医 ６００点（３５７点） ６５０点（５６６点） 増点

６０分以上 非精神保健指定医 ５５０点 ５５０点 従来どおり

３０分以上 
６０分未満

精神保健指定医 ー ５５０点（４７９点） 新設

施設基準が満たない場合 施設基準（いずれか）

⚫ ６０％で算定（▲４０％減）

⚫ １処方３週類以上の抗不安薬・抗精神病薬あり

⇒ 通院・在宅精神療法の算定不可

⚫ 心理支援加算の算定不可

⚫ 精神科救急施設 or 特定機能病院 or 急性期精神病院

⚫ 精神医療従事２０年以上の医師が従事

⚫ 過去１年間に医療観察法対象者の診察あり

⚫ 行政機関の業務実施あり

※（）は情報通信機器用いた場合

初診（精神保健指定医）によるオンライン診療の主な算定要件 ※時間外救急対応の施設基準もあり

⚫ 算定対象患者：行政機関で訪問指導実施の未治療者、治療中断者、引きこもり等（患者自身の希望あり）  

⚫ オンライン精神療法を１０例以上経験ある医師での実施 ● 診察時に患者の側に行政機関で訪問の医療専門職が同席



通院・在宅精神療法 注加算の見直し ➀ 
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1. 精神医療

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害に対する公認心理師による心理支援を推進する観点から、心理支援加算の要件及び評価を見
直す。 
児童思春期の精神疾患患者の受入体制を更に確保する観点から、児童思春期支援指導加算の要件及び評価を見直す。 

1. 心理支援加算の見直し

項目名 改定前 改定後

心理支援加算
（月２回、２年限度）

２５０点 ２８０点

➀ 点数の見直し（＋３０点） ➁ 対象疾患の見直し、施設基準の設定

対象疾患
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
※心的外傷後ストレス障害より拡大

公認心理士
（実施者）

週１日以上常態かつ週２２時間以上勤務が１年以上経験

施設基準 院内に専任の常勤精神保健指定医が１名以上配置2. 児童思春期支援指導加算の見直し 

期間 改定前

６０分以上
（受診３ヶ月以内）

１,０００点

受診２年以内 ４５０点

受診２年超 ２５０点

期間

改定後

加算１ 加算２

６０分以上
（受診３ヶ月以内）

１,１００点 ５００点

加算１：受診２年以内
加算２：受診１年以内

４９０点 ４００点

加算１：受診２年超
加算２：受診１年超

２９０点 １００点

➀ 点数の見直し（＋４０～１００点、新設）

加算
１

過去６カ月間に初診を実施した２０歳

未満の患者数が月平均８人以上

（従来どおり）

加算
２

過去６カ月間に初診を実施した２０歳
未満の患者数が月平均４人以上

② 施設基準（変更部分）
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1. 精神医療

精神疾患の早期発見及び早期からの重点的な診療を更に推進する観点から、早期診療体制充実加算の要件及び評価を見直す。  

3. 早期診療体制充実加算の見直し（病院・診療所の区分⇒体制の評価に変更） 

期間 病院 診療所

最初の受診
から３年以内

２０点 ５０点

３年超 １５点 １５点

期間
加算１

（病院、診療所）
加算２
（病院）

加算３
（診療所）

最初の受診から３年以内 ５０点 ２０点 １５点

３年超 １５点 １５点 １０点

初診、30分以上の診療等の診療実績 加算１ 加算２ 加算３

過去６か月間の30分以上又は60分以上の通院・在宅精神療法の算定回数

÷ 通院・在宅精神療法の算定回数 
５％以上 ２％以上

（過去６か月間の「初診日に60分以上」の通院・在宅精神療法の算定回数

＋「初診日に30分以上60分未満」の通院・在宅精神療法の算定回数／２） ／ 精神科担当医数
６０以上 ２４以上

施設基準（一部抜粋、診療実績）

※加算３における「時間外対応」は「病院との連携」でも可（要件あり）



メディカルサポート部

本動画に含まれるコンテンツの著作権は、フィルタス株式会社に帰属しています。 

無断での転載、複製、配布、その他の利用を禁止します。
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